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年間保険料額
（限度額62万円）

（※1）

＝
均等割額

43，300円
＋

所得割額
賦課のもととなる所得金額（※2）

× 8．80％

総所得金額等の合計が
下記に該当する世帯

均等割額の
軽減割合

33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万
円以下（その他の所得がない）

8割（※3）

33万円以下で8割軽減の基準に該当しない 8．5割（※4）

33万円＋（28万円×被保険者の数）以下（※5） 5割

33万円＋（51万円×被保険者の数）以下（※6） 2割

65歳以上（平成31年1月1日時点）の方の公的年金所得については、その
所得からさらに15万円（高齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します。
世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象
となります。
軽減判定は、平成31年4月1日（新たに制度の対象となった方は加入時）
の世帯状況で行います。

お

知

ら

せ

紙
お
む
つ
な
ど
を

支
給
し
ま
す

紙
お
む
つ
な
ど
の
支
給

申
請
後
、
支
給
決
定
者
に
郵
送

す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
中
か
ら
、

ご
希
望
の
お
む
つ
な
ど
を
選
ん
で

注
文
し
て
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

▽
区
内
在
住
65
歳
以
上
で
常
時
失

禁
状
態
に
あ
り
、
要
介
護
度
が
2

以
上
の
方

▽
本
人
お
よ
び
同
居
す
る
世
帯
員

全
員
の
住
民
税
が
非
課
税
の
方

お
む
つ
使
用
料
の
一
部
補
助

【
対
象
】

紙
お
む
つ
の
支
給
対
象

者
で
、
入
院
な
ど
に
よ
り
区
が
支

給
す
る
紙
お
む
つ
を
使
用
で
き
な

い
方
（
要
介
護
度
に
よ
り
補
助
額

が
異
な
り
ま
す
）

4
月
は
お
む
つ
使
用
料
の
請
求

月
の
た
め
、
補
助
を
受
け
て
い
る

方
は
、
4
月
18
日
㈭
ま
で
に
請
求

し
て
く
だ
さ
い
。

い
ず
れ
も

申
請
月
分
か
ら
支
給
ま
た
は
補

助
し
ま
す
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
適
用

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

【
申
請
方
法
】

所
定
の
申
請
書
を

持
参
か
郵
送
。

申
請
書
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

【
申
請
書
配
布
・
申
請
・
担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
高
齢
者
支

援
課
（
区
役
所
2
階
2
0
1
番
）

!
（
5
6
5
4
）
8
2
5
9

講

座
・
講

演

会

の
う

ぢ
か
ら

脳
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座全

14
回

記
憶
力
、
理
解
力
、
判
断
力
な

ど
を
高
め
る
脳
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

の
支
援
方
法
を
学
び
ま
す
。

講
座
修
了
後
、
地
域
の
介
護
予

防
活
動
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

活
動
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

4
月
16
日
㈫
午
前
10
時
か
ら
シ

ニ
ア
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
で
説
明

会
を
行
い
ま
す
。
直
接
会
場
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

日

5
月
14
日
〜
8
月
20
日
の
㈫（
8

月
13
日
を
除
く
）
午
前
10
時
〜
正

午
対

区
内
在
住
お
お
む
ね
55
歳
以

上
の
方
30
人
師

山
崎
律
子
氏
（
㈱

余
暇
問
題
研
究
所
代
表
）
費

2
千

円
方

往
復
ハ
ガ
キ
に
「
脳
ト
レ
リ

ー
ダ
ー
」
・
応
募
動
機
・
住
所
・

氏
名
（
フ
リ
ガ
ナ
）
・
年
齢
・
電
話

番
号
を
書
い
て
、
4
月
22
日
㈪
（
必

着
）
ま
で
（
多
数
抽
選
）
。
会

申

担

〒

124‐

0012
立
石
6‐

38‐

11
シ
ニ
ア

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
!

（
5
6
9

8
）
6
2
0
1

布
ぞ
う
り
作
り

初
心
者
教
室

不
要
な
浴
衣
な
ど
を
使
っ
て
布

ぞ
う
り
を
作
り
ま
す
。

日

4
月
27
日
㈯
午
前
10
時
〜
午
後

3
時
会

シ
ニ
ア
Ｉ
Ｔ
・
活
動
情
報

サ
ロ
ン
（
立
石
6‐

38‐

11
シ
ニ

ア
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）
対

区

内
在
住
55
歳
以
上
の
方
15
人
費

千

円
持

浴
衣
や
木
綿
生
地
方

往
復
ハ

ガ
キ
に
「
布
ぞ
う
り
」
・
住
所
・
氏

名
（
フ
リ
ガ
ナ
）
・
年
齢
・
電
話
番

号
を
書
い
て
、
4
月
15
日
㈪
（
必

着
）
ま
で
（
多
数
抽
選
）
。
申

問

〒
125

‐

0062
青
戸
5‐

33‐

1‐

1
0
3

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
葛
飾
ア
ク
テ
ィ
ブ
!

Ｃ
Ｏ
Ｍ
!
（
5
6
8
0
）
2
9
6
4

担

シ
ニ
ア
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

生
き
が
い
支
援
講
座

歌
で
巡
る
日
本
の
旅
情

全
8
回

日
本
各
地
を
歌
で
巡
る
こ
と
で
、

古
き
良
き
時
代
に
思
い
を
は
せ
ま

す
。

日

5
月
9
日
〜
6
月
27
日
の
㈭
午

前
10
時
〜
正
午
対

区
内
在
住
65
歳

以
上
の
方
40
人
（
過
去
に
受
講
し

た
方
を
除
く
）
師

た
い
ら
い
さ
お

氏
（
歌
手
）
費

1
8
0
0
円
方

往
復

ハ
ガ
キ
に
「
歌
で
巡
る
旅
」
・
住
所

・
氏
名
（
フ
リ
ガ
ナ
）
・
年
齢
・
電

話
番
号
を
書
い
て
、
4
月
18
日
㈭

（
必
着
）
ま
で
（
多
数
抽
選
）
。
会

申

担

〒
124‐

0012
立
石
6‐

38‐

11
シ

ニ
ア
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
!

（
5

6
9
8
）
6
2
0
1

凡
例
日

日
時

会

会
場

対

対
象

定

定
員

内

内
容

師

講
師

費

費
用

持

持
ち
物

保

保
育

他

そ
の
他

方

申
込
方
法

申

申
込
先

問

問
い
合
わ
せ
先

担

担
当
課

"
こ
の
マ
ー
ク
の
あ
る
も
の
は
、
パ
ソ
コ
ン
・
携
帯
電
話
か
ら
電
子
申
請
で
申
し
込

み
が
で
き
ま
す
（
一
部
、
携
帯
電
話
か
ら
は
申
請
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
）
。
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対象の方へ、3月末に接種

票を送付しました。

【対象】

区内在住で次のいずれかに

該当し、過去に肺炎球菌ワ

クチン（ポリサッカライド）

を接種したことがない方

▽平成32（2020）年3月31日

現在、65・70・75・80・

85・90・95歳の方、また

は100歳以上の方

▽60～64歳で、心臓・腎臓

・呼吸器の機能障害また

はヒト免疫不全ウイルス

による免疫機能障害の程

度が身体障害者手帳1級

相当の方

【接種期限】

平成32（2020）年3月31日㈫

まで

【費用（自己負担金）】

4千円（生活保護や中国残

留邦人等支援給付を受けて

いる方は免除）

【担当課】

保健予防課

!3602‐1238

平成31（2019）年度保険料額決定通知書は、7月中旬に送付します。
【担当課】 国保年金課 !5654‐8528

「
全
○
回
」
と
あ
る
講
座
は
、
全
て
の
日
程
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。
費
用
の
記
載
が
な
い
事
業
は
無
料
で
す
。
多
数
抽
選
の
記
載
が
あ
る
事
業
は
、
定
員
を
超
え
た

場
合
抽
選
し
ま
す
。
ハ
ガ
キ
、
フ
ァ
ク
ス
に
よ
る
申
し
込
み
は
原
則
1
人
1
枚
で
す
。
詳
し
く
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保険料の決め方

（※1） 年間保険料額は100円未満切り捨て
（※2） 前年の総所得金額等から33万円（基

礎控除額）を差し引いた額
ただし、雑損失の繰越控除額は控
除しません。

保険料所得割額の軽減
（東京都後期高齢者医療広域連合独自の政策）

被保険者本人の総所得金額等から33万円（基礎控

除額）を差し引いた「賦課のもととなる所得金額」が

右表に該当する場合、所得割額が軽減されます。

保険料均等割額の軽減

同じ世帯の被保険者全員と世帯主の「総

所得金額等の合計額」が右表に該当する場

合、均等割額が軽減されます。

なお、国により特例として実施されてき

た総所得金額等の合計額が33万円以下の方

の軽減は、平成31（2019）年度より段階的に

見直されます（※3・※4参照）。

また、5割軽減および2割軽減の対象と

なる所得基準額が拡大されました（※5・※6

参照）。
（※3） 平成30年度/9割→31（2019）年度/8割→32（2020）年度/7割
（※4） 平成30・31（2019）年度/8．5割→32（2020）年度/7．75割→33（2021）年度/7割
（※5） 平成30年度/33万円＋（27．5万円×被保険者の数）以下 （※6） 平成30年度/33万円＋（50万円×被保険者の数）以下

制度加入の前日まで被用者保険（※7）の被扶養者だった方の保険料の特例

均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減となり、所得割額は当面の間かかりませ

ん。なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
（※7） 国民健康保険と国民健康保険組合を除く健康保険（健康保険組合・共済組合など）

賦課のもととなる
所得金額

所得割額の
軽減割合

15万円以下 50％

20万円以下 25％

平成31（2019）年度

後期高齢者医療制度の保険料・軽減措置が決定しました

平成31（2019）年度

後期高齢者医療制度の保険料・軽減措置が決定しました

平成31（2019）年度

後期高齢者医療制度の保険料・軽減措置が決定しました

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

シニア
（８）

平成31年（2019年）4月5日 No.1763

葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp


